
年代 できごと 戦争は合法から違法に、武力による威嚇や武力の行使禁止へ

戦

争

は

合

法

17世紀 『戦争と平和の法』国

際法の父」と呼ばれた

グロティウスの著書

（1625年）

・戦争を［適法に］始めることができるのは、ひとつは、自分のも

ののために、本人が行う場合である。

・自然の法によれば、何人も戦争［すること］を禁止されていない

（５章）。

1899年 第１回万国平和会議

（ハーグ）

人類史で最初の軍縮と国際紛争の平和的解決を話し合う。

毒ガス使用禁止宣言。

戦

争

は

違

法

1928年 不戦条約（ブリアン・

ケロッグ条約）

国際紛争の手段として武力を行使しないことを宣言。

1945年 国連憲章 国際紛争は平和的手段で解決すると義務づける（６章）。

各国の領土保全と政治的独立を守り武力による威嚇または武力の

行使を禁止する（２条４項）。

1946年 日本国憲法 「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては、永久にこれを放棄する」（9条）。

1999年 第３回万国平和会議

（ハーグ）

「公正な世界秩序のための基本十原則」を決定。

この「基本十原則」の第一項目は、「各国議会は、日本国憲法第九

条のように、自国政府が戦争をすることを禁止する決議を採択すべ

きである」。

批准国は日本も含めて６３カ国が参加、当時、

日本は常任理事国で条約成立に各国を説き伏

せたんだって。帝国議会で条約の「人民の名に

おいて」が引っかかったけどね。
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１９２８年不戦条約は日本も参加

したの、張作霖を爆殺し満州占領の

動きがあったと習ったけど？

日
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国
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の
歩
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な
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で
考
え
る
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じ


